
2 効率性

① ② ① ② ③ ④ ⑤

01 北海道 北海道局 宗谷 森林環境保全整備
宗谷

森林計画区
そうや 3,649,116 5.12 〇 〇 〇 〇 〇 B A B A A A A A B A A

02 北海道 北海道局 網走東部 森林環境保全整備
網走東部
森林計画区

あばしりとうぶ 27,397,689 3.29 〇 〇 〇 〇 〇 B A B A A A A A B A A

03 北海道 北海道局 胆振東部 森林環境保全整備
胆振東部
森林計画区

いぶりとうぶ 3,837,640 7.51 〇 〇 〇 〇 〇 B A B A A A A A B A A

2. 事業実施主体は、事業を実施する森林管理署等の名称を記載する。
3. 事業名は、治山事業にあっては、「国有林治山事業実施要領」の第3に定める事業区分を記載する。 森林整備事業にあっては、

森林環境保全整備事業又は森林居住環境整備事業の別を記載する。
4. 事業実施地区名は、運用第2の区分による。事業実施地区名には、ふりがなを付す。
5. 総便益及び総費用は、千円未満四捨五入とし千円単位で記載する。
6. 分析結果は,小数点以下第3位四捨五入とし小数点以下第2位まで記載する。
7. チェックリストの各項目は、各判定基準に基づき、必須事項については「〇」又は「－」を、優先配慮事項については
「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「－」を記載する。

評価の内容 判 定 基 準

1.事業の必要性が明確であるこ
と(必要性)

地域内の森林資源、路網整備の現状及び森林施業の動向から
みて、事業を実施する必要性が認められること。

2.技術的可能性が確実であるこ
と

地域内の自然的条件、国有林の地域別の森林計画等に示す指
針及び林道規程等の基準、これまでの施業実績等に照らして、
技術的に可能な計画となっていること。

3.事菜による効果が十分見込ま
れること(効率性)

B/C≧1.0であること。

4•管理経営の指針に適合してい
ること

地域管理経営計画及ぴ国有林野施業実施計画に基づいている
こと。

5.自然環境の保全、景観への配
慮が図られること

整備内容ごとに、次の事項に該当すること。
•森林整備にあっては、機能区分ごとの管理経営の考え方に即

して、地形、地質等の自然条件に応じて適地適木、適期作業が
行われるとともに、必要に応じて景観に配慮した望ましい施業
が計画されていること。
・路網整備にあっては、土地の形質の変更を最小限に抑えると
ともに、必要に応じて野生動植物との共存や景観に配慮した施
設が計画されていること。また、早期緑化等の取リ組み、残土
処理場の確保及び保全施設の計画がなされていること。

90,115,395

記載要領
1.治山事業、森林整備事業ごとに別様とする。

チェックリスト判定基準(森林環境保全整備事菜〔国有林〕)
Ⅰ 必須事項

28,832,353

18,669,685

4 5 1 有効性 3 事業の実施環境等

(1) (2) (1) (1) (2)
(3)

整
理
番
号

都道府県 事業実施主体 事業名 事業実施地区名
総便益
(千円)

B

総費用
(千円)

C

分析
話果
B/C

チェックリスト

備考

Ⅰ 必須事項 Ⅱ 優先配慮事項

1 2 3

北海道森林管理局
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